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デリー租税裁判所（ITAT）は、インドに機械を製造・輸出し、インド現地でさまざまなサ

ポートサービスを行っていた日系製造業会社の PE課税の問題に対し、グローバルで

行われた事業で損失が生じている場合、PEへの利益配分はできないとの判決を下し

ました。 

 

以下、本件の詳細です。 

 

事実関係 

• 日系製造業会社は、インドに複数のプロジェクトオフィスと支店を有していた。同

社は、インドの電力系・鉄道系の顧客に対して日本から機械設備の製造・輸出

を行い、インドのプロジェクトオフィスを利用して現地で調達、技術支援を含む

様々なサービスを提供していた。 

• 税務調査官は税務調査を行い、同社の機械設備の製造・輸出から得られた利

益は、同社のインドでの PEであるプロジェクトオフィスに帰属するとして、輸出

売上の 35%が PEに関連し、輸出売上高の 6.87%が PEに帰属されるべき利

益率であるとした。 

• 日系製造業会社は以下の点からこれを不服とし、租税裁判所で争った。 

o 機械設備の輸出取引は日本で運送会社に引き渡した時点で完了しており、

輸出取引がインドで行われたとは言えない。 

o プロジェクトオフィスの関与は通関時のコンプライアンスなど非常に限定的で

あり、輸出に関与していたとは言い難い。 

o 上記を差し置いても、同社は当該輸出取引において損失を生じさせていたた

め、そもそも PEに帰属される利益は存在しない。 

 

ITATの判決 

• 税務調査官は、機械設備の製造・輸出が日本で行われていたという事実に異

議を唱えていない。 

• 日系製造業会社が主張するように、プロジェクトオフィスの関与は非常に限定的

であった。なお、税務調査官は PE帰属利益の算定根拠を明示できていない。 

• グローバルで行われた事業が損失を計上している場合、インド PEに帰属する

利益は無い。 

 

本件は PE帰属利益を検討する上で、グローバル事業で生じた利益、さらに、インドに

おける PEの役割、インド国内外でのオフショアおよびオンショア活動への PEの関与

度合いが重要になるという点を改めて強調するものであります。 

参考までに、本件に関する詳細を記載した英文レポートを添付いたします。 

 

https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/news/assets/pdf/in-tax-insights27july2023.pdf
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